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★感染症対策のため、講演などを中止・変更する場合があります

　都市計画マスタープランは、区における街の将来像と街づくりの
基本的な方向性を示すものです。
　都市計画審議会専門部会がとりまとめた都市計画マスタープラン
の改定のあり方について「中間のまとめ」の説明会を開催します。
説明会は動画で説明し、専門部会への意見を伺うオープンハウス型
で実施します。参加には予約が必要です。
　説明会後、区が素案を作成し、12月頃意見を募集する予定です。

問都市計画課都市計画係（☎5722－9726、Ｆ5722－9338）

都市計画マスタープラン
改定のあり方について
「中間のまとめ」説明会を開催します

地区 日時 会場

北部 8月7日（日）13：00～17：00 東山住区センター
（東山2－24－30）

中央 8月18日（木）17：00～20：00 中央町社会教育館
（中央町2－4－18）

東部 8月21日（日）13：00～17：00 総合庁舎
本館1階E会議室

南部 8月23日（火）17：00～20：00 原町住区センター
（南1－8－9）

西部 8月24日（水）17：00～20：00 緑が丘文化会館
（緑が丘2－14－23）

　区は、区有施設見直し計画（4～8年度）に基づき、区有施設の貸
室のあり方の見直しについて検討を進めています。
　このたび、多様な区民活動の支援と、さらなる充実を図るととも
に、誰もが幅広く利用できる空間にしていくなどを目的として、見
直しの基本的な考え方案を作成しました。

貸室のあり方見直しの
基本的な考え方案に
ご意見をお寄せください

問資産経営課（☎5722－9876、Ｆ5722－6134）

意見の提出方法
　書式は問いませんが、「貸室のあり方見直しの基本的な考え方案
への意見」と明記のうえ、住所・氏名（団体の場合は所在地、団体名、
代表者名）、在勤・在学者は所在地・名称を書いて、郵送（持参可）・
FAX・Eメールで、8月1日（必着）までに、総合庁舎本館4階資産経
営課（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、Ｆ5722－6134、
Ｍshisankeiei@city.meguro.tokyo.jp）へ。頂いたご意見には個
別に回答しませんが、要旨を取りまとめて公表します（原文、住所、
氏名などは公表しません）。

キッズCon.チャレンジ
夏休み子ども向け講座
キッズCon.チャレンジの「Con.」はコンシューマーの略語で、

消費者のことです。子どもたちに消費者としての力と知識を身に付
けてもらうため、楽しく参加できる講座を開催します。夏休みの自
由研究のヒントにも、ぜひお役立てください。

問場 消費生活センター 
（目黒2－4－36　区民センター内、☎3711－1133、Ｆ3711
－5297）

定各10組（抽選）

子

●❶手づくり乾電池教室
時7月26日（火）①10：30
～ 12：00②14：00 ～
15：30
内電池の種類、仕組み、安
全な使い方を学び、自分
だけのオリジナル乾電池
を作る
対小学1～6年生（小学3年
生以下は保護者同伴）

時7月27日（水）14：00～15：30
内お金の役割や有限であること
を知り、上手な使い方を学ぶ。
貯金箱の工作あり
対小学1～3年生と保護者

●❷お金って何？

●❸くらしの中の塩
時8月5日（金）14：00～
15：30
内塩の種類や性質、役割を
学び、塩の特徴が分かる
実験をする
対小学1～3年生と保護者

時5年1月9日（祝）
南部・西部地区のかたは11：00～11：45
北部・東部・中央地区のかたは14：00～14：45
場 めぐろパーシモンホール大ホール（八雲1－1－1　区民キャンパ
ス内）
対平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの区内在住者

二二
は た ちは た ち

十歳十歳のつどいを開催しますのつどいを開催します
問生涯学習課青少年・地域教育支援係
（☎5722－9279、Ｆ3715－3099）

子ども
たち

集まれ
！

　4月1日から、民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられまし
た。区では、4年度以降の成人を祝う式典は、従来通り20歳のかた
を対象に、「二十歳（はたち）のつどい」として開催します。
　感染症対策のため、対象地区を分け、2部制で実施し
ます。詳細は区Ｈ（コード❹）、または12月上旬（予定）
にお送りする招待状をご覧ください。 ❹

申区Ｈ（コード❸）、電話、F
AX（希望講座名❶～❸のい
ずれか、住所、氏名〈ふり
がな〉、電話、学年、❶は
希望時間①または②を記
入）で、7月19日（必着）ま
でに、消費生活センター（☎
3711－1133、
Ｆ3711－
5297）へ

❸

❶

申区Ｈ（コード❶）、電話、FAX・Eメール（氏名、電話、Eメ
ールアドレス、参加人数を記入）で、都市計画課都市計画
係（☎5722－9726、Ｆ5722－9338、
Ｍmeguro-tosikei@city.meguro.tokyo.
jp）へ

二
は た ち

十歳のことばを募集します

❺

　20歳になった感想・決意などを書いた作文をお寄せくだ
さい。応募者には図書カードを進呈します。
　優秀作品は、上記の式典で発表していただきます。
申 区Ｈ（コード❺）、郵送・FAXに、作文（800字程度）と住所、
氏名（ふりがな）、電話、Eメールアドレスを書いて、8月
15日（必着）までに、総合庁舎本館5階生涯学習課青少年・
地域教育支援係（〒153－8573目黒区役所
〈住所不要〉、Ｆ3715－3099）へ。窓口でも
受け付け

❷

　基本的な考え方案（全文）は、総合庁舎本館1階区政情報コ
ーナー・4階資産経営課、地区サービス事務所（東部を除く）、
住区センターなど貸室を有する施設、目黒駅
行政サービス窓口、図書館のほか、区Ｈ（コ
ード❷）でご覧になれます。


